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総 務 建 設 常 任 委 員 会 

 

１．開会及び閉会     平成30年３月22日（木） 午前９時30分 開会 

                         午後０時05分 閉会 

 

２．場    所     葛城市役所 新庄庁舎 第１委員会室 

 

３．出席した委員     委 員 長     下 村 正 樹 

             副委員長     岡 本  司 

             委  員      村   始 

               〃       松 林 謙 司 

               〃       川 村 優 子 

               〃       増 田 順 弘 

               〃       吉 村 優 子 

               〃       西 川 弥三郎 

 

  欠席した委員     な  し 

 

４．委員以外の出席議員  議  員     梨 本 洪 珪 

               〃       谷 原 一 安 

               〃       西 井   覚 

 

５．委員会条例第19条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

             市  長     阿 古 和 彦 

             副 市 長     松 山 善 之 

             企画部長     飯 島 要 介 

             企画部理事兼 

             企画政策課長   岸 本 俊 博 

               〃  補佐  高 垣 倫 浩 

             監査委員事務局長 吉 田 賢 二 

 

６．職務のため出席した者の職氏名 

             事務局長     中 井 孝 明 

             書  記     吉 田 賢 二 

               〃       髙 松 和 弘 

               〃       山 岡   晋 
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７．付 議 事 件（付託議案の審査） 

 議第15号 訴えの提起について（平成29年10月30日付け葛監第51号の勧告１関係） 

 議第16号 訴えの提起について（平成29年10月30日付け葛監第51号の勧告２関係） 

 議第17号 訴えの提起について（平成29年10月30日付け葛監第51号の勧告３関係） 
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      開 会 午前９時３０分 

下村委員長 ただいまの出席委員は８名で、定足数に達しておりますので、これより総務建設常任委

員会を開会いたします。 

 きのうは祭日でしたけど、本当に３月議会、連日、いろいろ審議いただきましてありがと

うございます。あしたが最終の本会議ということで、これもよろしくお願いしたいのと、き

ょうも足元の悪い中、来ていただきまして本当にありがとうございます。最後までよろしく

お願い申し上げます。 

 また、委員外議員として梨本議員、谷原議員の２名の議員の方が参加してもらっておりま

す。よろしくお願い申し上げます。 

 また、発言される場合は必ず挙手をいただき、指名をいたしますのでマイクの発言ボタン

を押してからご起立いただき、必ずマイクを近づけてからご発言されるようお願いいたしま

す。 

 それでは、ただいまより本委員会に付託されました付議事件の議事に入ります。 

 ここで、本日の委員会運営についてお諮りをいたします。先日の委員会におきまして、皆

さんにご議論いただいた結果、引き続き審査を要するということで審査を継続とさせていた

だいておりました議第15号、議第16号及び議第17号の訴えの提起３議案につきまして、本日

の予備日を利用し、引き続き審査をいたします。本３議案につきましては関連しております

ので、前回と同様に一括議題、一括質疑とし、討論、採決は１議案ごとに行いたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

下村委員長 西川委員。 

西川委員 委員長、この前の委員会は何やったんか、おれ、ちょっとよう何のための委員会なのか、

委員長が決めはってんから、そらしゃあないけれども。討論、採決、そら、委員長の権限で

できんのか知らんけれども、そもそも９日に何時間もかけて、そら議員も深刻に捉えている

から何時間もかけて、継続にするのか、いやこれを本会議の方でかけんのかということを、

せんど議論やって、それで、９日に賛成多数で継続審査といって採決はしてるねやん。何で、

きょう、この委員会をやるねん。 

 そのときに、いやいや、新聞でいろいろ書いているけれども、監査請求が出て、監査から

勧告が来たから、粛々とこういうふうなことで議会に諮りますねんと。議会に初めて諮って

きたから、このことについて、余りにもわしらは情報不足やから、こういうことをやってく

れと言うとんのに、いやいや、そもそもや、委員長。このことで、そもそも委員会を開くこ

と。その中で、何で採決をとらなあかんの。説明したいねやったら、理事者がいやいや報告

不足でした、いやいや議員に対して、議会に対して報告をちゃんとしたいさかい、委員会の

席で報告したいさかいというねやったら、別に聞いてもええよ。何でも、情報やから。委員

長、１議案ごとに採決って言ったけど、もうしたあるやんけ。これ、どうすんのかな。 

下村委員長 村委員。 

村始委員 この前の理事者側の説明不足だというふうな話があって、理事者の方から丁寧な説明を、

まあいうたら、今回の件について説明が足りないからもう一回ちょっと諮る場所が必要やと
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いうふうなことで、今回、委員会の場を設けられた。私は、継続をするということで設けら

れたんだろうというふうに理解はしておるんですけれども、ですので、この場において、き

ょう、ちょっと資料を見てみましたら、例えば平成29年12月18日に、市長から監査委員に対

して監査結果に係る措置についてというのを出されていますけども、これはもう既に私ども

議会の方には、去年の12月20日の全員協議会の席で、副市長の方から説明をいただいていま

す。いろいろと、私としては、理事者の方とすれば相応に報告もしてやってくださっている

と、私個人としては思っているんですけれども、これが足りないというご意見もありました

んで、それに対してやっぱり当然理事者側としては説明をしなきゃいかんというふうなこと

で、今回、この委員会を設けられたということだろうと思います。 

 きょうも、けさの奈良新聞もちょっと焼いてきましたけど、葛城市の道の駅不正支出につ

いてやるということでありますんで。 

下村委員長 議長。 

吉村委員 この件は継続になりましたけれど、その継続の理由として、説明が足りないという話があ

りましたので、議会といたしましては、この会期中にもう一度丁寧に説明していただいて、

それでもう一度諮っていただきたいということでお願いしました。 

 このことは、正副議長、それから正副委員長、それから議運の正副委員長も入っていただ

いて決めたことです。ご理解いただきたいと思います。 

下村委員長 西川委員。 

西川委員 こういう委員会の運び方ができんねやったら、委員長が判断してやると言われるのやった

らやったらええけれども。説明不足がどうのこうのという理事者側の言い分を一々聞いて、

それで、いや、これは思いどおりにならんかったさかいに、議会にもう一回説明すんねんと。

委員長、その判断をして、こういう委員会の運び方ができんねやったら。 

下村委員長 傍聴者の方、お静かに願います。今度、そういう声を出されたら、退場ということにさ

せていただきます。 

西川委員 そういうふうなことで、９日にせんどやって、それで継続になって、19日の１時からこれ

について、やっぱり特別委員会を設置してきちっと調査せなあかんなと。こういうふうなこ

とを、協議会も開きながらやったわけですやんか。そしたら、継続に一旦なったるやつを、

きょうは総務建設常任委員会として、これは継続になって特別委員会を設置するというふう

な結論になったということを委員会に諮んのならまた別やけれども、こんなもん、何時間も

やったやつをもう一回持ち帰って、そういうふうなことをやれるちゅうんやったら、そんな

ことをやったら、議会の運営の仕方が、その恣意によって、理事者の意向によって、委員会

のあり方、議会のあり方が変わってきまっせ。そこだけはきっちりと踏まえて、委員長、判

断してもらわな。 

下村委員長 吉村議長。 

吉村委員 ちょっと１つ訂正してください。理事者側から何も頼まれていませんから。私は、議会と

して、素早く対応するという意味で、今回、こういうふうな委員会を設けようということで

相談させていただいただけですので。 
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 今おっしゃいました特別委員会か百条委員会かと審議しましたけれども、それは道の駅全

体について、これ以外にまだまだいろいろ出てきているので、立ち上げてはどうかという話

になっていることだというふうに思います。 

下村委員長 村委員。 

村始委員 ちょっと今の誤解がありましたので、理事者側から頼まれてとかそういうのじゃなくて、

理事者側の説明が不十分だという話が議員の方からあったので開催されたというふうに理解

しているというふうに申し上げました。 

下村委員長 増田委員。 

増田委員 私も、前回のときにも、もう一度ご説明いただけたらなと。というのは、至るところでい

ろんな情報といいますか、お話を聞いているんで、一体どこが真意なんかというところも、

議員間でもいろいろとご確認させていただきたい事項も多々あるように見受けられましたの

で、再度説明願ったらどうですかと。その上でということをお願いしたんで、 村委員とも

同じような意見でございます。 

下村委員長 何かございますか。 

 松林委員。 

松林委員 私の認識では、この前の９日、総務建設常任委員会に付託された３議案は一応継続審議で

ということで、そしてまた別な特別委員会を立ち上げて、そしてまたいろいろ調査していく

という。その特別委員会で調査した結果が、総務建設常任委員会の審議する材料といいます

か、そこら辺に反映されるという認識でおったんですけれども。 

 それで、19日のときは協議会ですんで、正式にそのことは決まってなかったんかな、どう

なんか。きょうは、改めて一つ一つの議案について継続という形で確認をとるのか、そうい

う認識でよろしいんか。 

下村委員長 西川委員も言われているように、３議案については継続という形で決まったやないかと。

確かに決まりました。それで、きょう、委員会を開いて、なぜまた同じことをということな

んですけれども、もうちょっと詳しいことも聞きたかったということで、きょう、委員会を

開いて、議第15号から17号までのこの３議案について、理事者側からも説明をいただきたい

なという意見もありましたので、きょう、委員会を開いたわけなんですけれども。 

 川村委員。 

川村委員 私も私の記憶の範囲ですけれども、まだ議事録等も上がっていませんので、前回の総務建

設常任委員会の中で、この３つの訴えの提起が継続にしていただきたいという意見も、私も

申し上げました１人でございますが、きょう、開催されることについて、さらに詳しい説明

をいただくということは、議員として、少しでもこの訴えの提起に対して前向きに審議をし

ていくという気持ちは変わりありません。ですから、きょうのことは、別にしていただいて

も構わないんですけれども、ただ、これについて採決をしていくという方向は、前回、私の

意見も、ほかの何人かの方も、今、松林委員が言われたと思うんですけれども、やはりこれ

について精査をするために、特別委員会なりいろんな特別な調査をしていただくような場所

を設けてほしいという意見は申し上げました。その意見がどう反映されるかというのは、次
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の協議会で、特別委員会の審議はされましたけれども、やはり直接関係、そこに行き着かな

くても、私らがやっぱりそこで精査をした内容について、この訴えの提起に対してしっかり

と審議を、責任持って審議をしていくという気持ちでお願いしたつもりなんですけれども、

ちょっとそのあたりでちょっと意見が食い違っているので、今回は継続のままで特別な委員

会の中でゆっくり審議をしていくという気持ちは、私自身、変わっていないんですけれども。 

下村委員長 基本的には、もう継続ということは決まっているから、その中で内容の説明はしてもら

ってもいいということですね。 

 西川委員。 

西川委員 せやから、僕も同じ意見で、委員長が１議案ごとに採決と言うから、それはやめてほしい、

当然ながら。理事者そのものが、やっぱり本会議に向けて、再度きちっとこういう説明をし

たいねんと。せやから、委員会を開いてくれと。記録も残したいねんというねやったら、そ

らよろしいで。せやけど、いやそれによって、また採決を、９日の委員会をひっくり返すよ

うな採決をもう一回やるねんというのは、委員長、ちょっとそれはやめてほしい。 

下村委員長 岡本副委員長。 

岡本副委員長 いろいろ意見は出ていると思います。確かに３月９日、継続審議になったことは事実

やけども、継続審議というのは、それで終わるんじゃなしに、やれば次々と審議をしていく。

これが、私は継続審議やと考えていますし、今、出ているように、今のこの３つの訴えの提

起と、この前の総務建設常任委員会の協議会で、特別委員会をする、百条委員会をするとい

うような意見も出ていた。その分とこれは切り離さないと、これを特別委員会で審議すると

いうのは、私はおかしいと思います。特別委員会というのは、もちろんこれも一部入るかわ

からんけども、もっとほかにいろいろな問題があるということで調査をするというのが特別

委員会やねん。これを、一緒に特別委員会に持っていったら、いつまでたったかて、これの

決がとれへん。せやから、これはこれできちっとすべきやと。まだ議会はあしたまであるわ

けやから、継続審議になったる以上は、この議会で時間があるとしたら、もう一度審議をや

って、採決がとれるんなら採決をしていく。それが、私は基本やと思てるから、私は委員長

にもお願いをしました。そこで採決が出て、否決、可決になってあるやつをもう一遍せえと

いうのやったら、それは具合悪いやろけども、継続審議になったるものを次のときに審議し

ていく。私は、これは当然な話やと思うし、やはりこれをやっていこうと思たら、理事者の

出席も求めないと、やっぱり質問も出てきたら、議会だけで答弁できる問題でも何でもない。

せやから、理事者も来てもらって、もう一遍審議をやっていくということの基本に立ってと

いうことやから、私はそういう考えを持っております。 

下村委員長 松林委員。 

松林委員 ひとつ訴えるべきか訴えざるべきか賛否を問うということで、総務建設常任委員会に付託

されたということなんです。それで、当然、こういう問題が発生したときも、私らは議員で

もなかったし、そしてまたそれが理由になってできないちゅうわけやないんですけれども、

賛否を問われる以上は、やはりもう少し深く精査したいと。裁くんはあくまでも司法であっ

て、私らは裁くわけではないんですけれども、訴えるべきか訴えざるべきかということの賛
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否を問う以上は、やっぱしそこは慎重にいきたいなと。 

 それで、この前の話では、岡本委員おっしゃりますけども、そういう一定の方向性で、特

別委員会で調査し、そしてこっちはこっちで訴えの提起については継続ということで、一定

のそういうことで決まったんです。特別委員会の調査結果に基づいて審議するという１つの

方向性は決まったんですわ。 

下村委員長 岡本副委員長。 

岡本副委員長 いやいや、それは初めから言うてますがな。この件と委員会とは別やということは言

うてるけども、数で押されて決まった。 

下村委員長 いや、数で押されたというのは、数はやっぱり僕は一番大事やと思います。押されたと

いうのはちょっと。 

岡本副委員長 すいません。それは取り消しとして、結局、これは訴えが何で出てきたかということ

やと思います。このことについては私はこの前も言うたように、住民からもう一遍監査をや

り直してくださいと出てきたわけやん。それで、議会選出の監査委員と学識経験者の監査委

員が監査をして、そのときに担当者も呼んでどうやねんということをきちっとやって、それ

で、監査委員がこれは中身的に具合悪い分があるという結論で、この３つについての監査結

果が出た。 

西川委員 委員長、この議論に入っていくんか、これは採決をすんのか、しやへんのかというて聞い

てんねん。 

下村委員長 ちょっと待ってください。 

岡本副委員長 そういうことで監査結果が出てきたわけやから、私は初めから言うてますやん、特別

委員会にこれを含めるのと違うと。別の考えでいかなあかんということを言うてるわけです。

あくまでもこれは別の問題や。調査特別委員会をすんのか、百条委員会をすんのかは別とし

て、その問題とこの問題とは全然別個のもんやということを、初めから言うてるわけやから、

そら解釈の仕方が違うんか知らんけども、監査委員も一旦は通した。それをさらにこうする

ということは、なかなか決断の要ることやん。そこまでして出てきたやつを、私は決めるべ

きやというふうに思っています。 

下村委員長 松林委員。 

松林委員 今、岡本委員のおっしゃったこと、僕もそういう考えやったんですわ。それで、継続でや

っていこうという考えやったんです。だけども、この前の協議会で、やっぱりそういう一定

の方向性、特別委員会を立ち上げて、そしてこっちはあくまでも総務建設常任委員会の方の

議案については、どこまでもやっぱし継続審議ということで、そういうふうに決まったんで、

私もそういう一定の方向性に認識しとりました。そういうふうな形でいくもんやと。私も、

岡本委員のお考えと、切り離して考えてほしかったんですわ。だけども、そういうことに決

まりましたんで、私はそういう認識で今ここに来ております。 

下村委員長 ちょっと事務局長から説明してもらいます。 

 局長。 

中井事務局長 事務局長の中井でございます。 
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 今回、再度審議を願うわけですが、先ほど、一括質疑、討論、採決と委員長が言われまし

たが、これは委員長口述でございまして、あくまでももう一度理事者の方から訴えの提起の

説明を受けて審議いただいて、そこで意見がまとまったら、討論、採決まで行きますけども、

意見がまとまらなければ、また前回と同じような結果になっても、これはいたし方ないと思

っております。ただ、議会といたしましては、継続審議になっておりますので、そこはもう

一度、議長も先ほど言われましたように、時間がある限り審議するというのが、議会の努力

義務やと私は思っております。 

下村委員長 村委員。 

村始委員 今、局長が議会の努力義務というふうにおっしゃいました。きょう、理事者側から新た

な説明を聞かせてもらいます。より詳しく聞けるし、質問もすることができます。これを受

けて、やはりそれに伴って、しっかりとこの場で議論をするのが市民目線というか、議会の

役割やと私は思います。これ、説明はしたらええがなと。せやけども、決まってんねんとい

うんやったら、これはこの議会の意味がないというふうに私は思います。なので、ここはし

っかりと話を聞いて、議論して、再度結果というか、もう一回皆さんで再度考えるというこ

とが大事だというふうに思います。もう決まったことやから、意に沿わないからというふう

な発言もさっきありましたけれども、そうじゃなくて、やはりおかしいと思うところはとこ

とん聞いて、納得した上でもう一回決をとるということだろうと思います。 

下村委員長 西川委員。 

西川委員 黙って聞いてるけれども、意に沿わないからとか、何ちゅう発言をするねん。委員長、こ

れは訂正してや。はっきりと委員会で何時間もかけて、これを継続審議という採決をしたん

や。その委員会のあり方が、本当にまたこれをやるというあり方がええんかというて聞いて

いるだけで、このことを意に沿わんから、おれがこうやっているとか、西川がこうやってい

るとか、そういう表現をされたら、意に沿わんとは違うで。 

下村委員長 暫時休憩します。 

      休 憩 午前 ９時５５分 

      再 開 午前１０時１０分 

下村委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、議第15号から議第17号までの３議案を一括議題といたします。 

 本３議案につき、再度、提案者の内容説明を求めます。 

 飯島企画部長。 

飯島企画部長 おはようございます。企画部長の飯島でございます。 

 ただいま議題となりました議第15号から議第17号、訴えの提起につきまして、委員の皆様

に本件に係る十分なご理解を賜りたく、改めて本件提案に至る背景についてご説明申し上げ

ます。 

 本日お配りしております資料といたしまして、平成29年10月10日付市政検討委員会答申書、

それから平成29年10月30日付葛監第51号、住民監査請求に係る監査結果について（通知）で

ございます。続きまして、平成29年12月18日付葛第2832号、住民監査請求に係る監査結果に
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ついて（通知）に対する措置についてでございます。続きまして、平成29年12月19日付葛第

2870号、住民監査請求に係る監査結果について（通知）に対する措置について（追加）でご

ざいます。１枚物です。最後、議第15号から議第17号の工事箇所等を示す地図でございます。

こちらは、３月９日開催されました総務建設常任委員会の際にお配りしたものと同様でござ

います。以上５点でございます。これらに沿ってご説明申し上げます。 

 ３月９日の総務建設常任委員会におきまして、本案につきましては、平成29年10月30日付

葛監第51号、住民監査請求に係る監査結果について（通知）の３つの勧告に基づき、損害賠

償請求、不当利得返還請求を行いましたが、いずれの者からも支払い意思が確認できなかっ

たため、同請求に係る訴えの提起につきまして、地方自治法第96条第１項第12号の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございますと申し上げましたが、まずは今回の訴えの提起の

発端となりました住民監査請求に関する件についてご説明申し上げます。 

 本件住民監査請求につきましては、地方自治法第242条第１項に基づきまして、平成29年

８月31日に行われまして、監査委員事務局によって、同日付で同請求が収受されております。

その後、監査委員におきまして監査が実施されまして、平成29年10月30日にお配りの住民監

査請求に係る監査結果（通知）が監査委員より示されました。こちらの詳細につきましては、

後ほど監査委員事務局より説明がございます。 

 住民監査請求に係る監査結果（通知）におけます勧告内容につきましては、地方自治法第

242条第９項に基づきまして、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、

その旨を監査委員に通知しなければなりませんでした。こちらの通知におきましては、勧告

の日から２カ月以内とございましたので、平成29年内の措置が義務づけられておりました。

市といたしましては、監査結果における事実及び判断理由を確認の上、平成29年12月18日に、

監査結果を踏まえた措置を実施いたしました。こちらが、お配りの平成29年12月18日付葛第

2832号、住民監査請求に係る監査結果について（通知）に対する措置について及び平成29年

12月19日付葛第2870号、住民監査請求に係る監査結果について（通知）に対する措置につい

て（追加）の２点でございます。なお、当該措置につきましては、12月20日の全員協議会の

場におきまして、市より各議員にご説明させていただいております。 

 それでは、まず住民監査請求に係る監査結果について（通知）の内容につきまして、まず

監査委員事務局で説明申し上げまして、その後、住民監査請求に係る監査結果（通知）に対

する措置についてと、追加の部分の内容について、私より説明申し上げます。 

下村委員長 吉田課長。 

吉田監査委員事務局長 議会事務局、吉田です。よろしくお願いします。 

 議会事務局は監査委員事務局を兼務しておりますので、今回の住民監査請求に係る監査結

果については、監査委員事務局職員として概要説明をさせていただきます。お手元の住民監

査請求に係る監査結果について（通知）をごらんください。 

 こちらにつきましては、昨年12月11日の議会全員協議会で説明させていただきました内容

と重なりますが、再度説明させていただきたいと思います。 

 まず、１ページの第１、請求の受付について。１ページから３ページは請求された内容で
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ございます。５人の請求人から平成29年８月31日に提出されまして、平成29年10月30日に勧

告が出されました。内容につきましては、３つの部分に分かれておりまして、１、南阪奈側

道１号道路改良その２工事について、２、太田新池線道路改良工事ほか３件とＢ敷地内舗装

工事について、３、新道の駅建設事業に係る建物移転補償についてでございます。 

 次に、４ページの第２、請求の受理についてごらんください。監査請求は、当該行為があ

った日から１年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由がある

ときはこの限りではないとなっており、今回の請求された６件のうち５件は１年を超えてお

りましたが、ただし書きに該当するとして受理した理由が書かれています。 

 次に、第３、監査の実施について。４ページの下段から５ページにかけてごらんください。

監査の実施に当たっては、請求人の陳述、事情聴取した職員４名で、関係人として前山下市

長、前生野副市長から聴取したことを記載しております。 

 第４、監査対象事項。請求された６件を監査対象としています。 

 第５、監査の結果。５ページの監査の結果についてごらんください。１、事実の確認から、

13ページの５、意見にかけて、監査結果がされております。まず、１、事実の確認では、関

係職員から聞き取った内容やそれに基づく関係書類から、事実の確認を行っております。そ

の内容を要約すると、公社がＢに提供した代替地から産業廃棄物が埋まっていることが判明

し、市はこれを撤去するには、産業廃棄物の種類や混入量によって2,800万円から7,800万円

の費用がかかると試算し、これをもってＢと交渉した結果、法令改善という名目で追加補償

として2,500万円、そして収容物件の建物の撤去費用約650万円から700万円については、補

償契約１億4,168万円の中で支払われているにもかかわらず、市が発注した南阪奈側道１号

道路改良その２工事の中で、構造物の取り壊し費用として計上し、業者Ａに撤去させた。そ

れに加え、Ｂが移転した福祉施設内の進入路や駐車場の整備費用約370万円についても、太

田新池線道路改良工事ほか３件の道路陥没工事として100万円以下の工事に分割して、業者

Ｃに工事をさせたことが確認されました。 

 ６ページから10ページについて、お金の流れや各工事における概要や支出に係る手続、補

償契約の内容、代替地を提供した流れなどを記載しております。 

 次に、10ページの２、関係職員の説明等については、先ほど説明しました事実の確認の内

容についてさらに詳細に記載しております。 

 次に、11ページの下段、３、判断では、１、南阪奈側道１号道路改良その２工事に含まれ

るＢの取り壊し工事について、２、太田新池線道路改良工事ほか３件の工事について、３、

新道の駅建設事業に係る建物移転補償の変更契約2,500万円について、全て違法な公金の支

出があったと判断されています。 

 次に、13ページの４、結論では、先ほどの判断に基づき、葛城市長は、前山下市長及び前

生野副市長並びにＡ及びＢ及びＣに対して、損害賠償請求ないし、不当利得返還金を請求す

るよう勧告されています。 

 最後に、13ページの５、意見では、市長は引き続き調査を行い、必要に応じて法的措置も

検討し、当時の特別職や職員に対して責任追及を行うとともに、適切な処分を講じ、市政の
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信頼回復に全力で取り組むことを要望されております。 

 以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。 

下村委員長 飯島企画部長。 

飯島企画部長 続きまして、私からは、住民監査請求に係る監査結果（通知）に対する措置について

及び住民監査請求に係る監査結果（通知）に対する措置について（追加）につきまして、お

配りの資料に沿ってご説明いたします。こちらの文書、２点ございますが、葛城市長から葛

城市監査委員に対して行われた通知文書でございまして、先ほども申し上げましたが、地方

自治法第242条第９項に基づく措置でございます。なお、これら通知文書の中でＡと記載さ

れておりますが、こちらが今回の訴えの提起に係るとこの栄和建設株式会社、Ｃと記載され

ておりますのが櫻井建材建設株式会社、Ｂと記載されておりますのが社会福祉法人柊の郷と

なります。 

 まず、お配りの葛第2832号の方の資料の構成でございますが、まず、１、勧告の内容、２、

監査の対象ほか、４、返還を求める対象者といたしましては、住民監査請求に係る監査結果

（通知）におきまして示されております内容について触れております。また、３、返還を求

める額、５、講じた内容の内容といたしまして、返還額及び具体的な措置内容について触れ

ております。以下、５、講じた内容の措置の内容についてご説明いたします。 

 まず、勧告１に対する措置でございますが、住民監査請求に係る監査結果について（通

知）の中で、南阪奈側道第１号線道路改良その２工事に含まれる柊の郷の取り壊し工事につ

いて計上されている柊の郷の取り壊し費用分の金額を調査した後、請求金額を確定させとの

言及がございましたので、これに基づきまして、柊の郷の取り壊し費用分の金額についての

調査を行いまして、その結果について、お配りの３枚目、取り壊し費用案分表において示し

ております。 

 市は、本工事における請負金額の合計金額は把握しておりますが、当該請負金額には、取

り壊し費用相当額の分計がなされておりませんでした。一方、当該工事の設計書における積

算費用におきましては、取り壊し分とそれ以外の事業分との分計がなされておりましたので、

まずそれを明らかにした上で、取り壊し分相当の案分比率を割り出しまして、それを請負費

用総額に乗じることによって、柊の郷の取り壊し費用分の金額を確定しております。具体的

に申し上げますと、設計書における積算費用におきまして、取り壊し分の費用が681万8,325

円、その他事業分の費用が1,209万6,675円と分計できました。 

 一方、請負費用総額が1,619万5,000円でありますことから、この金額に、設計書における

積算費用上の取り壊し分費用681万8,325円を乗じまして、設計書における積算費用上の総額

1,891万5,000円で除することによって示された額が583万7,842円。これに消費税分46万

7,027円を加えました630万4,869円が確定請求額となっております。 

 それでは、措置内容に書いています内容を順番に読み上げさせていただきます。 

 まず、勧告１に対する措置でございます。南阪奈側道１号線道路改良その２工事に含まれ

るＢ、この場合は社会福祉法人柊の郷でございますが、の取り壊し工事について計上されて

いるＢの取り壊し費用分の金額を調査した結果、別紙設計書の積算分から各費用で案分とし
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たものを請求額とする。葛城市長は、上記の確定金額630万4,869円に支払いの日の翌日から

年５％の遅延損害金を合わせた損害賠償請求金額を、平成29年12月18日付で山下和弥前市長

及び生野吉秀前副市長に対して請求した。また、Ａ、こちらは栄和建設株式会社でございま

すが、に対しては、平成29年12月18日付で損害賠償請求ないし不当利得返還金として630万

4,869円に支払いの日の翌日から年５％の遅延損害金を合わせた金額を請求したとございま

す。 

 続きまして、勧告２に対する措置でございます。葛城市長は、平成29年12月18日付で太田

新池線道路改良工事（ほか３件）の工事について、山下和弥前市長及び生野吉秀前副市長に

対しては、損害賠償請求として370万4,400円に支払いの日の翌日から年５％の遅延損害金を

合わせた金額を請求した。また、Ｃ、こちらは櫻井建材建設株式会社でございますが、に対

し、損害賠償請求ないし不当利得返還金として370万4,400円に支払いの日の翌日から年５％

の遅延損害金を合わせた金額を請求したとございます。 

 最後、勧告３に対する措置でございます。葛城市長は、平成29年12月18日付で新道の駅建

設事業に係る建物移転補償の変更契約について、山下和弥前市長及び生野吉秀前副市長につ

いては、損害賠償請求として2,500万円に支払いの日の翌日から年５％の遅延損害金を合わ

せた金額を請求した。また、Ｂ、こちらは社会福祉法人柊の郷でございますが、に対しては、

損害賠償請求ないし不当利得返還金として2,500万円に支払いの日の翌日から年５％の遅延

損害金を合わせた金額を請求したとございます。 

 続きましては、葛第2870号、平成29年12月19日付住民監査請求に係る監査結果（通知）に

対する措置について（追加）についてのご説明をさせていただきます。こちらは、読み上げ

させていただきますが、文書の記以下の部分でございます。 

 勧告１、勧告２及び勧告３に対する措置の内容について、請求の相手方に対し、当該請求

に係る書面の到達後20日以内に、当該請求金額を当市に返還しないときは、当市としてはや

むを得ず法的措置をとる用意があることをあわせて通知したといった内容になってございま

す。 

 さて、以上申し上げた２つの措置に対しまして、平成30年１月９日、措置に関する全ての

相手方について支払い期限が到達いたしましたが、いずれの者からも支払い意思が確認でき

ませんでした。これを受けて、すぐに訴えの提起を行うべく臨時会への上程を行うという選

択肢もございましたが、相手方の意向の変更もあり得ますので、支払い期限後も一定の期間

を待ったこと、また訴えの提起を進めるに当たりましては、市の顧問弁護士と相談しながら

準備をしてまいりましたという経緯もございますので、本３月議会での議案上程という結論

に至った次第でございます。 

 最後に、３月９日の総務建設常任委員会におきましてご説明はしておりますが、議第15号

から議第17号に係る概要を再度申し上げます。 

 まず、議第15号でございますが、南阪奈側道第１号線道路改良その２工事におきまして、

建物移転補償契約の相手方、こちら社会福祉法人柊の郷でございますが、が保有していた道

の駅かつらぎ事業用地に建っていた建物を取り壊したことが判明しております。葛城市土地
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開発公社と柊の郷との間の建物移転補償契約におきまして、柊の郷がみずから建物移転を行

う費用も補償費に含まれておりまして、また柊の郷はみずから建物の取り壊し工事をすべき

であったが、実行されていない。実際には、市が発注した業者、こちら栄和建設株式会社に

なりますが、によって取り壊し工事が実施され、当該工事の費用も市が支出しているといっ

た内容でございまして、現場は前回の常任委員会でもお配りした地図でございますが、こち

らの①になります。 

 続きまして、議第16号の部分でございます。対象工事につきましては、以下申し上げる４

件でございます。１つは中戸23号線道路改良工事、２つ目は太田新池線道路改良工事、３つ

目は中戸６号線道路改良工事、４つ目は中戸１号線道路改良工事でございまして、いずれも

道路の陥没による緊急工事と位置づけられているものでございます。こちら、平成28年４月

に着工されまして、５月末に竣工されております。ただ、いずれの工事も該当する道路にお

きまして工事が実施されておらず、かわりに建物移転補償契約の相手方、柊の郷でございま

すが、の敷地内にて造成工事が行われていたとしております。そして、葛城市土地開発公社

と建物移転補償契約を締結した柊の郷の移転先の土地に産業廃棄物が埋まっていたことにつ

いて、これを補てんするため、架空の市道補修工事を捏造していたことが判明しております。

当該追加補償につきまして、法令改善に伴う追加を理由に支出されておりますが、調査の結

果、柊の郷に提供した代替地からの産業廃棄物の撤去費用として支出されていたことが判明

といった内容でありまして、現場につきましては、先ほどお配りしております資料の地図の

②に該当するものでございます。 

 最後、議第17号でございます。まず、平成26年11月28日でございますが、葛城市土地開発

公社と道の駅かつらぎ事業用地の一部を所有しておりました相手方、こちら柊の郷でござい

ますが、との間で建物移転補償契約が締結されております。こちらの補償額が１億4,168万

円でございます。その後、平成26年12月８日でございますが、葛城市土地開発公社と柊の郷

との間で、柊の郷移転先土地に係る売買契約が締結されてございます。翌年、平成27年６月

16日でございますが、葛城市と柊の郷との間で建物移転補償契約が締結されてございます。

さらに、平成27年11月、柊の郷移転先土地の地中に産業廃棄物が埋まっていることが判明い

たしました。そして、11月25日から12月10日にかけて、市がボーリング調査を実施し、産業

廃棄物が検出されております。そして、平成28年４月５日、葛城市と柊の郷との間で、建物

移転補償契約の変更契約が締結されまして、こちらの追加補償額としては2,500万円となっ

てございます。当該追加補償につきまして、法令改善に伴う追加を理由に支出されておりま

すが、先ほども触れておりますが、調査の結果、柊の郷に提供した代替地からの産業廃棄物

の撤去費用として支出されたことが判明されたといった内容でございまして、現場につきま

しては、お配りしている資料の地図の③になります。 

 以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

下村委員長 ただいま説明願いました本３議案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 岡本副委員長。 
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岡本副委員長 一応１つずつ確認をしていきたいと思います。 

 まず、議第15号の建物の取り壊し費用の契約というものは、いわゆる行政と地権者が契約

をする中で、お互いに建物補償について金額が合意できて契約というのは成立するわけやけ

ど、なぜ建物を行政の方でこぼっていったのか。今、ここにおられる人は、その当時担当が

違うんで、明確な答えは出せへんと思うけども、私はそれは疑問に思てるわけです。本来の

契約からいうたら、契約金額以外にその費用を出さなならんということが判明して、当然こ

れは出すべきやという判断をしたら、別に補償契約をして、地権者の人に支払いして、その

人がこぼってもらう。これが基本になるし、金額を決めてから、追加になるということはあ

り得ん話というふうに私は思うんで、なぜこういうことになったんかなということ。 

 それから、議第16号です。４路線を発注した。これについて、なぜ架空工事を発注して金

額を浮かしてこなあかんのか。この分についても、本当に行政が相手に対して支出せななら

んということになりゃ、先ほど言うたように別契約をして、個人の人に直接工事を発注して

もらうということではないんかなというふうに私は思うのと。 

 次の議第17号は、2,500万円の金、先ほどから出ている産業廃棄物、我々はこの勧告を受

けるまでは、法令改善という形で情報公開の中で契約書も法令改善になっている。いつこん

な産業廃棄物に変わったんかということは、我々はわからんかったけども、変わった。ただ、

この2,500万円の支出の仕方、当初に開発公社で購入をしている。建物補償、土地、代替地、

たしか平成26年11月18日やったと思うわけやけど、このときに契約している。さらに、市長

と社会福祉法人と、日をさかのぼって同じ日にまた契約している。その契約のもとの契約に

対して2,500万円、変更契約で追加してある。これも、年度変わって追加してある。この前

も、調査案件のとこで、会計管理者に聞きましたけども、2,500万円の支払い根拠は何です

かと。その2,500万円の元の契約書もない。いわゆる偽造したると言うてええんかどうか知

らんけども、２つの契約が出てきた。市長と地権者と契約した。そこに変更という形でプラ

スしてある。なぜこういうやり方をやるんか。それを受けて、なぜ会計管理者が支払いでき

るんかというようなこと。 

 今言うたことも踏まえて、やっぱし監査委員の人らは聞き取りをして、これはおかしいん

ちゃうんかなという判断をされたと思うんやけれども、行政側として率直な意見というんか、

今私が聞いたことに対して、間違うてるんなら間違うてる。いやいや、こういう見解ですよ

というものであれば教えていただきたいと思います。 

下村委員長 わかりますか。 

 松山副市長。 

松山副市長 副市長の松山でございます。 

 岡本副委員長のご質問でございますが、非常に多岐にわたりますので、３問とおっしゃい

ましたけど、答えが３個になるかということにつきましては、包括的なお答えになるかもし

れませんので、そこについてはご容赦いただきたいと思います。 

 まずは、今回、飯島部長の方からご説明いたしましたが、監査委員の住民監査請求に係る

監査結果の勧告に基づきましてやりました措置でございます。その内容で、今回、それぞれ
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３つの議案としてご審議をお願いしておりますものにつきましては、それぞれ最終的には監

査ですので、会計の監査でございますから、お金の出し入れです。岡本副委員長も言及され

ましたように、原則としてきちっと支出の証拠の書類があって、理由があって、それの審査

がしっかりとなされた上で、いわゆる行政のお金というものは支出がなされるといった手続

が踏まれるべきでございまして、これは地方自治法にも書いていることでございます。 

 今回、これは監査の結果でございますので、監査委員事務局の方からのご説明の方がいい

かもしれませんが、お配りの資料にも載ってございます話でございますが、支出の根拠がき

ちっと確認ができない、あるいは支出の理由自体にその理由が認められないということで、

そういう判断をなさった当時の市の判断をする立場にあった方に対して、支出に対して違法

な支出を強いたということで損害賠償の請求を行う。あるいは、作業をなさって受け取った

業者に対しては、理由がない、根拠がない、行政として適法な手続を行っていない形のお金

を受領なさっているわけなので、それについては不当な利得であるということで不当利得の

返還の請求をすべしと。あるいは、社会福祉法人につきましても、そういった根拠のない形

の違法な支出の手続がとられているものに対して、そのお金を受け取ったということで、そ

れの不当利得の返還請求を求めよという内容になっておりましたので、そういった支出の書

類が行政の内部に残っていないということについては、行政として私たちも確認ができてお

りますので、これは勧告の内容が相当であろう、これは従わなければいけないということで、

今回のやりとりをしているわけでございます。 

 当時、どうしてそのようなことをなさったのかということについても疑問を持っていると

いうふうなことも、岡本副委員長は申されたかと思いますが、それにつきましては、監査の

勧告であれば、先ほど監査事務局長からもご説明があったように、６ページの住民監査の勧

告書の上の方にフロー図つきで書いてございまして、ちょっと字が小さいので、私もちょっ

と読むのは大変ですけども、この内容で先ほど説明なさいましたが、そういった用地交渉の

市側と相手方であります社会福祉法人の間でのやりとりの結果、いろんな状況の変更があっ

て、どうも妥結をした当初のお話から金額を上乗せをしないと、当初約束したことを履行し

ていただけないんじゃないかというふうないろんなやりとりがあって、こういったことが行

われたんであろうということを、監査の勧告としてはご報告なさっております。 

 おおむね私たちがつかんでおります事実関係もそうであろうとは思っておりますが、この

あたりにつきましては、今後、民事訴訟として市が訴えの提起ができるかどうか、これは議

会でまたご審査をいただくわけでございますが、法廷で争っていくべき内容であろうと思い

ますので、余り詳細に申し上げられないかなと思っております次第でございます。 

 繰り返しになりますが、住民監査請求の勧告自体は、基本的にはお金のやりとりです。市

の支出自体にきちっとした根拠が確認ができないと。それで違法な支出であると。違法な支

出について、それを受け取った方々に損害賠償あるいは不当利得の返還請求を求めよという

内容でございまして、それに従うべきであると市としては考えておりますということでござ

います。 

 以上でございます。 
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下村委員長 ほかにございませんか。 

 西川委員。 

西川委員 先ほどからなぜこういう報告を受けたか、なぜこういうことになっているかというような

ことに関して、１つは処理の仕方。今、副市長がおっしゃったような形で支出の根拠がない

から、不当な状況やからということをおっしゃっていますけれども、まずはお聞きしたいの

は、中戸23号線、中戸６号線、中戸１号線、それと太田新池線の道路改良工事。これらの工

事に関わった、職員６名の方を刑事告訴しているという事実がありますね。そして、そのこ

とと柊の郷の法令改善、ここにも書いていますけれども、監査委員の中で聞き取りでも出て

いますけれども、法令改善については、一方の言い方としては契約書に入っているんやと言

うてるけれども、今、ちょっとお確かめしたいんですけれども、柊の郷はこのことに関して

債務不存在の確認訴訟というのが届いているはずですから、2,500万円のこれについては、

債務は不存在だということで市に訴えてきているわけですね。 

 これは、もう近々に公判というのか何かあるんやろと思います。そういうふうな事実関係

を、僕らはきっちりと抑えたいということです。それで、不当利得損害賠償、副市長のおっ

しゃる形でいくとそうなんですが、僕らはもうちょっと知りたいというのは、はっきりと業

者さんは市の契約、いろんなことに対して、何もやらずに金を受け取ったわけではないわけ

で、それが手続上違法な形だということであっても、本当に形として不当利得に当たるのか

というようなことが、僕は争われる可能性が出てくると思います。せやから、このことに関

してはお答えいただきたいんです。このことに関しては、議会としては、こういう訴えを起

こす意味は僕も理解をしているわけですが、このことに関して、もう少し継続の審査で関係

の人らに、98条でいくと、やっぱり書類の審査もできるし、それで参考人招致でいろんなこ

とを、なぜこういうことになっていったかということをわきまえて、そして議会として、こ

のことに早いこと市民の方々も見れる前で、委員会できちっとやって、それがそういうこと

であれば、議会が判断する材料がそろえば判断をしていくと。議決するものか、否決するも

のかは別にして、判断をしていくために、今、僕が言うたようなことをはっきりさせたいと

いうことを思うています。 

 ただ、今１つ確かめたいのは、柊の郷の2,500万円については、不存在の訴えをしてきて

いるんですか。それで、いつ公判というか、これについての裁判か何かはあるんか。ここら、

副市長、言われへんというのやったら言われへんでかまいませんが、そういうふうなことが

あるわけやから、もうちょっとしっかりといろんなことを踏まえて、判断をしたいというこ

とでございます。ちょっとそこら、出てきているかどうか。 

 ４つの工事は、どういう形で、道路の改良と違うて、どこの工事をやったのか、そういう

ことも含めて、ちょっと聞きたい。 

下村委員長 松山副市長。 

松山副市長 ただいまの西川委員ご質問でございますが、ある意味非常に全体といいますか、本質を

突いた質問をしていただいていると承知をしております。 

 いわゆる公開の場で、この委員会でどこまでご説明できるか、あるいはどういった形でご
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審議いただけるかということについては、かなり慎重に考えながらご答弁を申し上げること

になるかと思いますので、そういった面でちょっと回りくどいといいますか、長くなるかも

しれませんが、ご理解を賜りたいと思います。 

 まずは、柊の郷の方から訴えが届いているかどうかというご質問でございます。これにつ

きましては、結果的には３月９日付、ちょうど会期中の総務建設常任委員会を開いていただ

いておりましたときに、まさに席に戻ってきましたら、これが届いていましたと、そんな状

態でございました。ただ、皆様、訴状というものを実物をごらんになったかどうかあれなん

ですが、非常に専門的な用語が並んでおりまして、ボリュームもあるものでもございます。

これにつきまして、まずはその訴えの内容をどうであるかということを、市からすると訴え

られている内容がどうであるかということをきちっと理解、そしゃくをいたしました上で、

どういった対応をしていくかということについては、これは負けてはいけないわけでござい

ますので、やっぱり慎重に判断をしていかなければいけないということで、その後に顧問弁

護士ともご相談をしながら、対応の検討をしているところでございます。 

 それから、もともとその中で、どうも柊の郷の方が、当時、自分でマスコミの会見をなさ

ったのかどうか、新聞報道もなされたわけでございますが、項目としては債務の不存在とい

う内容になってございます。債務不存在について争いたいというのが、柊の郷の方のご主張

でございましょうが、ここから先はまさに法廷における攻撃防御といいますか、しっかりと

やりとりをして、市は市の主張を通していかなければいけませんので、余りこれ以上詳しい

ことは申し上げられないかなと思っております。ただ、今回、非常にいろんな手続が法的な

手続ということで、ある意味いろんな事実関係の中でややこしくなっておりますが、一番根

本的なところ、今回、訴えの提起ということで市が議案を出したいと申しております住民監

査請求の勧告の内容は、最終的には支出をされた根拠が確認をできない。例えば2,500万円

のお話にいたしますと、法令改善であろうとか産廃の処理なんであろうとか、いろんなこと

が、その背景としてはいろいろな言及がなされておりますが、最終的には2,500万円そのも

のがどういった形で支出をされたかという書類自体が、役所の中に確認ができません。これ

は違法な支出であるということが、監査の勧告の結果でございまして、支出自体が違法なも

の、そのお金を受け取られた方に対しては、それは出す方に根拠がないんだから不当な利得

であろうということで、不当利得の返還請求をしなさい。あるいは、当時、市の中でその責

任者としてそういったことを主体的にご判断あるいは指示ができる、いわゆる指揮命令権を

持っておりましたポストにおられる方々に対しては、そういったことをして市に損害を与え

たんであろうから、損害賠償という形で市にお金を返しなさい。これらの内容について請求

しなさいというのが勧告の内容でございましたので、そのとおり督促をした上で、一定期間

を置いた上で、これも弁護士相談の上でです。到達期限が来たから、すぐにもう次というこ

とではなくて、状況が、さらに相手方の意思が変わらないかどうかを一定期間置いた後に、

これであれば支払いの意思が確認をできないと判断をして相当であろうという期間を置いた

後に、それであれば払ってくれないのだから、法的措置をとらないといけないということで、

今回、民事訴訟をしようということで、その議案に対して議会の方できちっとご説明をして
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ご審議をいただこうということで、今回、上げさせていただいているということでございま

す。 

 長々となりました。繰り返しになりますが、それぞれが、この背景として、どのような事

実関係があったか。その主張が適正であろうかなかろうか。あるいは、場合によりますと、

用地交渉の過程でどういったことが行われたかということについての是々非々については、

これからまた法廷ででも、そういったことも含めて争っていかなければいけない内容でござ

いますので、もちろん市側としてもいろんな情報は当然持っておるわけでございますが、こ

の公開の場で、委員会の場で、委員の皆様にどこまで説明できるかということにつきまして

は、ちょっと慎重に、場合によったら弁護士とも確認しながら、ここまでは申し上げていい

ということも判断をしながら、ご説明をしていかなければいけないと思いますので、本日、

この質問に対しては、このあたりのご答弁ということでさせていただきます。 

 以上でございます。 

下村委員長 西川委員。 

西川委員 ご答弁いただきましたが、支出の根拠がないと。根拠がないのに支出させたから、そうい

うのを市長、副市長には損害賠償やということですね。それで、その根拠のないお金を受け

取っているから、それぞれには不当利得やというふうなご説明やったと思います。 

 僕らは、そこらのところを、裁判になるのかどうなるのか、これからそれぞれあると思う

んで、議会が議決してやると。そこにはっきりと、こちらは支出の根拠がないからという資

料、監査委員は。せやけども、そら命令したんやったら、損害があるから損害賠償やという

ふうな形に市にやられるけれども、この不当利得というのは、先ほど言いましたように、こ

ういうふうな公文書を偽造して、こうやった。せやから、そこはしていないけれども、いや、

ここをこういうふうにやったさかい、私らは何にもせんと、何の工事もせんとこの金を受け

取ったんと違いますよと。このことはこれでやりましたと。何が不当利得ですかというふう

な訴えの仕方が出てくるかどうか可能性があるから、僕らははっきりともうちょっと、議決

するについては、そこらも呼んで、きちっと特別委員会を設置してやると。それで判断する

と。せやから、もう少しこれは継続にするという思いでございますので、委員長。 

下村委員長 ほかに。 

 松林委員。 

松林委員 監査請求を何度も読み返しましても、ちょっとわからないところもありまして、当初は土

地開発公社、そして改めて市側とされて、最終的に補償金が変更になって１億4,000万円が

１億6,000万円になっている。これは平成28年４月５日ですか、ここに2,500万円が上乗せさ

れとるということなんですけど、2,500万円のこれは法令改善という名目で盛り込まれとる

んですけど、法令改善とは一体どのように主張されておられるのか。具体的に法令改善とい

う部分がようわからんのですけれども、これを読んでいる限りではね。ちょっと、ここら、

わかりますか。 

下村委員長 副市長。 

松山副市長 副市長の松山でございます。 
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 監査の勧告の内容でございますので、監査委員事務局の方からのご説明の方がよろしいん

ではないかと思いますが、お願いできますか。 

下村委員長 吉田課長。 

吉田監査委員事務局長 監査委員事務局吉田です。 

 ただいまのご質問で法令改善とはという内容の質問でございます。簡単に申し上げますと、

建物の移転に伴って同じような建物を建てる計算をするわけですが、今の法律では、具体的

に言えば同じような２階建てを建てれないということで、具体的には平屋の建物になると基

礎も倍になって、その分が費用が増すということで、その理由で法令改善、今の法律では同

じ２階建ては建てれないということでの法令改善に伴って費用が増えたということでの名目

でございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 松林委員。 

松林委員 ２階建てがだめで１階建てになって平屋になったという、ここら辺の部分の法令改善とい

うことなんですが、これは平成28年４月５日で法令改善の名目で2,500万円加算されとるん

ですけれども、ということは、市側としては、これ以前に法令改善を確認したんか、あった

んかということになりますわね。２階建てがだめで、１階の平屋でなったという法令改善。

いつ市側は認識したんかということが出てくると思うんですけど、ここらはわかっておりま

すかな。確認できますかな。２階建てはだめで１階建て、このように法令が変わったという

時期、いつ市がそのことを認識したのか。そやから、少なくとも法令改善になったら、市と

柊の郷が契約した平成27年６月16日の時点では、法令改善ということを認識していなかった

ということになりますわな。 

下村委員長 吉田課長。 

吉田監査委員事務局長 ただいまのご質問で、法令改善というのを認識した時期等のご質問に対して

お答えさせていただきます。 

 監査の内容にもありますように、会計の流れとしては、今回の移転の中で、産業廃棄物が

埋まっていたということが明らかになり、その中での交渉の経緯の中で、法令改善という理

由で支出ということが、調査の結果、わかってきております。産業廃棄物の処理の交渉の中

で、そういうことが進められたようにわかっております。 

 以上でございます。 

下村委員長 松林委員。 

松林委員 それは、産業廃棄物が出てきて、そのようにおかしいやろということで結びついたという

ふうにおっしゃっておられると思うんですけども、少なくとも法令改善ということで言うて

おるんであれば、補償金１億4,000万円で交渉している時点では、２階建てを建てるはずや

ったわけですわな、当然。そのときの図面というか計画書というんか、そういうのがあって

しかるべしやと思うんすわ。そして、法令改善以後は、２階建てを１階建てにしたという図

面があると思うんですけども、当然、２階建てを１階建てにすると敷地面積も広くなります

し、せやから、そこら辺の違いというのはどこで確認、確認できることってあるんですか。
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確認できるんですかな。 

下村委員長 局長。 

中井事務局長 監査のときに監査委員にそのときの資料を示したわけなんですが、法令改善につきま

しては、当初契約の１億4,000万円の補償契約の中に法令改善という名目で計上されており

ましたので、監査委員にもそこは確認していただいております。 

下村委員長 松山副市長。 

松山副市長 副市長の松山でございます。 

 住民監査請求の勧告については非常に分量がございますので、一応目を通していただいて

いることとは存じますが、市側がこの勧告を相当として判断をして、今の訴えの提起をして

おるということにつながるということで、もう一度ご説明申し上げたいと存じますが、12ペ

ージに左下の方に③というのがございまして、これがまさに松林委員がご質問のところに当

たるわけでございまして、この内容は、あくまで監査委員が審査なさった勧告の結果ではご

ざいますが、少し読み上げさせていただきます。 

 本件の違法性につきましては、土地開発公社で当初の物件移転補償の契約を行い、その後、

市と同契約で契約をした後、法令改善に伴う追加を理由に移転補償の追加費用として変更契

約を行い、物件移転完了検査後に一般会計から2,500万円が支出されている。この事実につ

いて調査した結果、法令改善に伴う追加ではなく、土地開発公社と交わした補償契約第３条

を根拠にして、Ｂに提供した代替地からの産業廃棄物の撤去費用として支出されたものであ

るということが判明し、明らかに虚偽による不正な契約によるものであることを確認した。

また、この2,500万円の妥当性についても調査した結果、この産業廃棄物を撤去する場合の

市の試算資料によると、産業廃棄物の混入割合により約2,800万円から最高で7,800万円の費

用がかかるとされる資料があったが、いずれの試算においても、その根拠となる数値等の明

瞭な資料がなく、2,500万円の根拠については今回の監査では判断がつかず、交渉により決

定した経緯の書類も存在せず、この支出については根拠がないと言わざるを得ない。よって、

本件物件移転補償契約の変更契約を締結した契約は、裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを

乱用したものであり、違法な公金の支出があったものであるとし、本件請求に理由があるも

のと判断をしたというふうになされておりまして、要は聞き取りの経過について、監査委員

事務局の方からいろいろな説明もございましたが、結局のところ、それが何であるかという

ことについては、なかなか特定する、あるいは確認できる事実がない一方で、繰り返しにな

りますが、支出証拠書類が確認ができない。支出証拠書が確認できない支出は違法な支出で

ある。これについては、受け取られたところに不当利得の返還の請求を求めるというのが、

全体の構造でございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 岡本副委員長。 

岡本副委員長 監査委員事務局に聞くわけやけども、移転補償契約というのは調べてはると思うけど、

さっきも言うたように、今建っている建物に対して築何年とか、今、新しく建てるとしたら

何ぼかかんねんとか、そういうことを判断して契約するわけやろ。法令改善って書いてまし



 

－21－ 

たというのは、それ、おかしいと思う。ということは、極端に言うたら、１億4,000何万円

のお金を支払いさせてもらいましたということで、支払いするということは、今現在あるも

のに対して補償するわけであって、新しいところへ移ったときは、土地を買おうと、建物を

建てやんとこうと、それは関係ない話や。役所がここで契約しているけども、必ずここへ移

転しなさいという権限は何もない。ただ、希望として、個人が新しい土地を求めて建てます

ねんというのは、個人の判断や。個人の考え方や。せやから、１億4,000万円の補償費は出

しますけども、２億円の建物を建てようと、これは自由です。そこを、松林さんが質問した

ので、はっきり言うとかんと、契約書に法令改善、初めから入ってましてんと言うたらおか

しい。何で、新しいところに移転する補償をするのか。今あるものに補償するのが補償契約

や。監査委員もきちっと言うとかんと、今、西川委員がいろいろなことを言うてはるけど、

おれは監査委員を信じているけど、監査委員がそんな判断しはったらちょっと具合悪いさか

いに、おれ、余計なことを言うことやないけど、今言うてるわけで、補償契約というのは、

新しいところへ変わるために補償するのではありません。今あるものに対して何ぼの価値が

あるかというのが補償契約の基本やから、新しいところへ行くとか、行かんとか、それはも

う個人の自由。そういうことをはっきり言わなあかんと思うけど、それはどうですか。 

下村委員長 吉田課長。 

吉田監査委員事務局長 監査委員事務局、吉田です。 

 勧告につきましては、監査委員２名の合意で出されたものです。今回の法令改善の2,500

万円については、当初の補償契約にも含まれていたのにもかかわらず、後で補償として

2,500万円の補償をしたと。これは違法だという監査委員の判断をした。そういう旨の説明

です。補償の積算の根拠ですが、それは担当課の書類があるわけですが、再建築の価格や同

等の機能の建物にはこの分が要るので補償するという意味で積算されたと思われます。 

 以上でございます。 

下村委員長 岡本副委員長。 

岡本副委員長 今の吉田課長の話では、１億4,100何万円の中に法令改善分として3,000万円を含めて

いますよと。こういうことが１億4,100何万円の中に含まれていると。さらに、この2,500万

円出すのは違法ですよという判断をされたということになるわけ。そういう判断でええわけ

やな。せやから、鑑定で出た金額は１億1,700万円で、そんだけ追加して、単独を入れて一

本で契約していますよという解釈でええわけやんな、監査委員の解釈は。 

下村委員長 松林委員。 

松林委員 当初の契約というんか、市と契約を結んだのが１億4,000万円。それで、法令改善により

当初の約束と変わったから補償したというふうにとったらあきませんか。当初の契約の条件

と変わりましたと。そこで、もう一遍契約し直して、１億6,000万円になりましたという考

え方は成り立たへんのですか。 

下村委員長 吉田課長。 

吉田監査委員事務局長 監査委員事務局、吉田です。 

 ただいまのご質問で、法令改善の内容が変わったから増額されたんではないかなという関
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連のご質問かなと思うんですが、先ほど説明しました内容は、当初の補償の分とダブってい

たんですが、当初からそういう２階建てはできない、その分を補償しますという計算のもと

で進んでおったものが、産業廃棄物が出たから、交渉の中で再度その金額を二重に計上して

支払いをしたと。それは不正という判断をしている状況でございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 松林委員。 

松林委員 この2,500万円、法令改善というのは、２階建てが１階になった分ではないという。それ

は最初からわかっとったということですか。１億4,000万円で契約しているときは、もうそ

れは２階建てはだめですよと、１階建てしか建てれませんよということを、市側も柊の郷側

も認識しとったということですか。そういう理論になりますわな。 

下村委員長 吉田課長。 

吉田監査委員事務局長 補償の契約の中では、当初から再び建てるためには、２階建てができないと

いうことでの計算が入っておりました。 

 以上でございます。 

下村委員長 関連ね。 

 西川委員。 

西川委員 今、副市長が監査委員の法令改善の部分を得々と読まれたと思いますけれども、岡本副委

員長も行政に長いこと携わってこられたので、そういう原理原則なりというのはようわかっ

ているやろし、原理原則以外にも道をつけるとかいろんなことをやるときに、移転などいろ

んな交渉もしてこられたと思いますけれども、補償費をもうて、それを土地を買おうが、建

物を建てようが建てまいが、そんなもん当たり前のことで、ただ、柊の郷はああいう福祉事

業をおこしてはるんで、せやから、同じような形で、あそこはまだグループホームというの

を次々展開しているのは、皆さんご存じのことやと思いますけれども、そのことをやるにつ

いて、前の社会福祉法の中で決められていたんか、１人当たりの面積も含めてそういうふう

なことが既に変わっていたと。そういうふうなことを含めて１億4,000何万円の補償費の中

に説明をしていたというのが、この当時の契約に当たった人の言い分であるということを書

いているわけです。それが3,000万円なのか何なのか知りませんけれども、そういう法令改

善がありますよということを、当初の契約に入れていたということを、監査委員は言われて

いる。 

 それを、柊の郷は、いや聞いていなかったということで、法令改善に伴う費用の負担やと

いう、多分そういう内容で訴えを市に向かってやってはるわけですやろ。そうすると、この

こと１つとっても、参考人で呼ばれた人は、既に法令改善は本契約に入ってあると。せやけ

ども、柊の郷は、いやそんなん入っていないと。それ１つとっても、争い事になるわけです。

せやから、ほなそれはどこから出たんねん。ちょっとそれ、答えてほしいんですね。そうい

うことで間違いないと思うけども、産業廃棄物のことにかかわって、ずっと僕は3,500万円

ちゅうのは産業廃棄物の処理の仕方を、こんな処理の仕方をしてしもたんやと、僕は理解し

ているわけで、それも含めてやる中で、2,000万何ぼから7,000万何ぼまで書いたるけれども、
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きょうの奈良新聞に、市の言い分かどうか知りませんけれども、市の調査では、金額の根拠

を示す書類が見当たらない。見当たらないから、このことは、そういうふうなことから派生

してきているということやけれども、こんな処理を根本的に追及をしていかなあかんからや

っているんで。はっきり言ったら、ここに書いてあるように、市は、この産業廃棄物を撤去

しようとすれば、ボーリングもして、これだけの費用がかかるという根拠を持っておられる

のですか。 

下村委員長 松山副市長。 

松山副市長 西川委員お述べになられたとおりでございまして、まさに先ほどから申しておりますよ

うに、支出の書類として、これは本来、積算の資料でありますとか、どういった位置づけで

どうしたらこの金額が出てくるかとか、そういったものが法的にきちっと整理、説明がなさ

れた根拠の書類があって、それを踏まえて相手方との契約があって、請求があって、それら

一連の根拠が確認ができて、初めて支出ができるものでございますが、その書類が存在をし

ておりません。根拠が残っていないという、まさにこのままのとおりでございます。 

 今回、たまたまと申しますか、奈良新聞がどのタイミングで取材なさった事実をもって記

事になさったかわかりませんけども、事実として書類が存在をしていないと。そのことは、

市側として、当然、書類を管理しておりますわけでございますから、ないということは確認

できるわけでございまして、ないことについて不当利得であると、違法な支出であるから不

当利得であると。だから、返還の請求をしなさいという勧告にのっとって、今回の手続をし

ているということでございます。 

下村委員長 局長。 

中井事務局長 先ほどの松林委員の法令改善に伴う費用のところでございます。監査委員報告書の10

ページから11ページのところを見ていただきたいと思います。 

 そこの10ページのまさにイのところ、この10ページ、11ページは職員から聞き取った内容

のことを書いております。松林委員が聞かれた内容につきましては、11ページのイ、法令改

善に伴う追加と記載されたところで2,500万円の変更契約の決裁書に記入されていた法令改

善に伴う追加は誤りである。正しくは代替地の産業廃棄物の撤去費用である。なお、法令改

善費用については、当初契約の移転補償の際に計上しているものであると、職員が説明して

おります。 

下村委員長 ほかにございませんか。 

 西川委員。 

西川委員 今、いろいろと説明があったけれども、そういうふうなことをきちんといろいろと審議を

して、この議決に持っていきたいんでと思うてますんで、それと、今、支出の根拠はないけ

れども、ボーリングをやって、はっきりとこれを除去するためにはこんだけの費用がかかる

という書類はあるということですね。 

下村委員長 局長。 

中井事務局長 今のその部分についてでございます。その部分についても、今の10ページから11ペー

ジのちょうど11ページの上の方にあると思います。朗読させていただきます。これも職員か
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ら聞き取っている内容でございます。移転先での建設に当たり、平成27年11月にＢが地盤調

査を実施した際に、代替地の土地の一部に産業廃棄物が埋まっていることが判明し、それに

よりＢが市に対し異議申し立てをされた。市でも、代替地に対してどの程度産業廃棄物が埋

まっているかを確認するため、ボーリング調査や有害物質の含有についても調査を行ったが、

許容範囲内の数値で、人体の影響がないものであるとの結果であった。産業廃棄物を撤去し、

瑕疵のない状態で提供するための試算を市で行った結果、産業廃棄物の種類により7,803万

9,720円、3,690万1,440円、2,789万7,480円のいずれかの費用がかかることが判明した。そ

の調査結果をもって、再度Ｂと市が交渉した結果、本来であればＢが行うべき収用地内の既

存建物の取り壊し工事、移転先の施設内の舗装工事に加え、産業廃棄物の撤去費用として

2,500万円を支払うことになったと証言しております。 

下村委員長 西川委員。 

西川委員 今、聞き取ったらそうやというふうに監査報告は書いているわけで、それで、市の方は、

それを根拠にした出金をする根拠としての書類は残っていない。それはそういうふうにおっ

しゃっているんやろけれども、ただ、僕が聞いているのは、そういう調査した金額も出した

という書類は市にはないとおっしゃるんですね。 

 それと、副市長は、柊の郷から届いている今の債務不存在の確認については、それの内容

を言われへんというふうなことやろけれども、顧問弁護士といろいろと相談されるんやろけ

れど、今後、これがどのように発展していくか、どういうふうになっていくかというふうな

ことも含めて、いろいろとこういうことを含めて検討してはるんですか。 

下村委員長 松山副市長。 

松山副市長 西川委員のご質問は、非常に適切にご答弁できるかどうかよくわからないんですが、ま

ずは柊の郷の方から市は訴えられております。その内容は、詳しくは申し上げられませんが

といいますのは、内容は法廷で争っていくわけで、市としては柊の郷側の言い分を通しては

いけないといいますか、市として裁判に負けてはいけないのでございまして、そのためにい

ろんな、いわゆる裁判用語でいいますところの攻撃防御の体制をしっかりとっていく必要が

ございます。 

 ただ、項目自体は債務不存在の確認というようなことでございまして、この債務というの

は、市の方から既に督促ということで、不当利得あるいは損害賠償ということで2,500万円

を市に返してくださいという、先ほどもこの措置の内容でご説明をした内容が、柊の郷側に

市としては主張しておりますので、市からすると、お金を返してくださいと言っていると。

柊の郷からすると、市にお金を払えと言われている債務、これがないということで、柊の郷

が市に対して、市を相手として訴えの提起をしておられます。 

 市が訴えられて、これに対して応じていく。これについては、訴訟の提起ではございませ

んので、これは議決が要りませんから、しっかりとこれはこれで顧問弁護士と相談しながら、

これに向けて立っていくということは、当然、いたします。これは決して負けないというこ

とでやっていきたいというふうに考えておりまして、しっかりと顧問弁護士とも相談しなが

らやっていきたいと思っております。 
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 それとは並行いたしまして、これはもう繰り返しになりますが、そもそものいろんな一連

の法的なやりとりの一番根拠となりましたものについては、住民監査請求の勧告に基づく一

連の措置でございます。これについては、もう一旦、督促、請求という措置をいたしまして、

相手方の支払いの意思、このように特に柊の郷につきましては支払いの意思がないことも、

こういった逆に訴え返すことによって明示されていますので、これに対してしっかりと、市

は市として法的措置、民事訴訟ということで、これはやはり市の方でこの不当利得について

は返還していただく必要があるだろうということは、これはこれで手続をしていきたいと考

えておりますので、それにつきましては、慎重ご審議をいただきました上で、ぜひともご理

解を賜りたいと思っておりますということでございます。 

 以上でございます。 

下村委員長 西川委員。 

西川委員 この３についての2,500万円そのものについては、法令改善であるというふうなことで、

これはそういう訴えは柊の郷との間でこうなったるというのはわかるけど、産業廃棄物その

ものは、監査でもこう書いてあるように、ちゃんと市としてボーリングをやって、それの金

額もちゃんと出した書類があるんですかということを聞いてるねん。それ、答弁漏れたるや

ん。 

下村委員長 松山副市長。 

松山副市長 冒頭に全てについてお答えができるかどうかということについてはご容赦いただきたい

と申し上げたとおりでございますが、まずは委員長、申しわけありませんが、先ほどないと

申し上げましたのは、支出の根拠の書類がございませんということでございます。 

 今の西川委員のご質問に対しましては、ちょっと何度かのやりとりの何回か前にあわせて

言及をしておりますことでございますが、まさにこういった内容も含めて、今、柊の郷から

訴えられているわけでございまして、当然、今後の法廷でいろいろと争う中で、こういった

ことも含めて出てくることが高いと予想がされます。こういったことにつきましては、顧問

弁護士としっかりと相談をしながら対応してまいりたいと存じますし、そういった意味では、

またいろいろなどういった議会の場で審議をするのがいいかということも議会の方でご議論

いただいておりますけども、その場でどういった資料でどういった内容でどこまでご説明で

きるかということにつきましては、今後とも慎重に理事者側も判断をいたしながら、ご説明

自体はできるだけ誠実にしてまいりたいと思うわけでございますが、ちょっといろいろその

場その場で申し上げられること、申し上げられないことがございまして、今、委員お尋ねの

件につきましては、それをどこまで申し上げるのがいいのか悪いのかということについても、

顧問弁護士とも相談をいたしたいと存じますので、この場では明確にお答えはできないとい

うことでご理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

下村委員長 松林委員。 

松林委員 もう一度、先ほどの法令改善に伴う追加と記載された決裁書についてということで、

2,500万円の変更契約の決裁書に記入されていた法令改善に伴う追加は誤りである。正しく



 

－26－ 

は代替地の産業廃棄物の撤去費用であるという、これは何を根拠にというのか、職員の証言

に基づいてですか。 

下村委員長 吉田課長。 

吉田監査委員事務局長 ただいまのご質問で、決裁書の法令改善に伴う追加はという内容のご質問で

すが、聞き取りでは、法令改善に伴う追加は誤りだということで答えられましたが、そした

ら、産業廃棄物に関して支出したということであれば、その書類はどうですかと調査したと

ころ、資料を求めたところ、メモ等関連書類では出てきましたが、先ほどからもありました

ように、支出の書類ではあくまでも法令改善として支出をされておりますので、それは不正

ですねという判断をされました。ですから、法令改善に伴う追加は間違いという聞き取りは

しましたが、法令改善に伴う根拠書類はありませんでしたという結果でございます。 

下村委員長 松林委員。 

松林委員 聞き取りで法令改善ではないということを聞き取りされたということで、これは誤りで、

この2,500万円というのは代替地の産業廃棄物の撤去費用であるという、ここも証言で確認

されておられるんですか。 

下村委員長 吉田課長。 

吉田監査委員事務局長 法令改善に伴う追加は誤りで、産業廃棄物の撤去費用であるという旨の聞き

取りに基づいて、書類の方を求めて調査しました。関係書類にはそういう積算の根拠の書類

がありましたが、先ほども説明させていただいたように、種類により7,800万円から2,800万

円弱の積算の資料は見つかりましたが、法令改善に関しての支出根拠の書類はなかったとい

うことでございます。 

下村委員長 松林委員。 

松林委員 支出に対する書類は見当たらなかったという。これで、証言に対する裏づけといいますの

か、根拠、整合性というのか、そこらは完璧に成立するんでしょうかと思うんですけれども。 

下村委員長 増田委員。 

増田委員 私もちょっと今のところ、産業廃棄物の部分です。職員の説明をしていただいた11ページ

の先ほど局長が読んでいただいた部分です。この証言によると、産業廃棄物の調査を行った。

調べてみたら、産業廃棄物の種類によって非常に幅が、３段階に分かれた費用になるよと。

それも含めて、再度柊の郷と交渉に当たったということですね。証言の話はそれやと。 

 一方、12ページの判断の監査委員が判断されたのは、そういうふうな説明を受けて調べた

けども、その調査を行った結果等の書類がないということ。調査等を行った根拠、産業廃棄

物やから2,500万円を払う根拠がないので、先ほどご説明、どちらかがいただいた不正な支

払いに当たるということの説明が先ほどからございました。 

 ところが、再度調べましたと。調べましょうといって、後の話を今するべきかどうかはち

ょっと不信に思っているんで、もしの話をしてしまいますけども、懸念するのは、書類がな

いので再度調べました。調べた結果、こういうふうな産業廃棄物が確認できました。それに

伴う支払いは、当然発生してくると。こういうことにもなってくるんでしょうかね。根拠が

はっきりすれば支払う必要性も出てくるんでしょうかね。 
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下村委員長 吉田課長。 

吉田監査委員事務局長 住民監査請求につきましては、2,500万円の支出が不正だということに基づ

いて、監査委員が監査した結果を勧告の内容で報告をされています。今、増田委員おっしゃ

った、実際産業廃棄物があれば、それで支払いはいいのではないかというふうな関係も背景

にはありますが、公的な書類に基づいて支払いされているかいないかというのを、監査請求

を求められましたので、公的な書類を調査した結果、正式な書類で支払いをされていなかっ

たという判断をいたしました。ということで、わかりやすく申し上げますと、それはまた別

の話になると思います。ここの勧告では、そこまでは及べない。調査の結果は報告をされて

いますが、それは別の問題になるかと思います。 

 以上でございます。 

下村委員長 増田委員。 

増田委員 はい、わかりました。そういうことで資料がなかったということなんですけども、ちょっ

と私は疑問というかわからないのは、ほんだら実際に調査していないのか、しているのかと

いうそこのところです。職員はしているとおっしゃっている。しかしながら、監査していた

だいた書類の中にそれが含まれんかった、見つからなかった。隠蔽してるのか、どっちかで

すよね。隠しているか、破棄したか。そういうところまで波及してしまうんですけども、そ

うなると、先ほどの不当利得、もしそれが存在するとなれば、不当な支払いに当たらないと

いうふうなところに、また訴えの内容が変わってくるのかなというふうな。こちらで書類が

見つからなかった、見つけられなかったということが、この2,500万円の支払いの命令に直

接影響してくる問題かなというふうに思いますんで、どの程度ボーリング調査の書類につい

てお調べいただいたのか。私も先に言わなあかんかってんけども、監査委員の監査の内容に

ついては、何も文句を言う、不信に思うとかそういうことは一切ございませんけれども、も

し書類がなかって、再度調査したときの問題について、ちょっとご質問させていただいてい

るということでございますので、もう一度どうなんですかね。 

下村委員長 松山副市長。 

松山副市長 多分監査委員の方は、請求なされたことについてのみしか、多分答弁できないと思いま

すので、全体についてのご質問ということで、私の方からご答弁させていただきたいと存じ

ます。 

 増田委員も触れていただきました12ページのところの後段でございます。これは、もうち

ょっとあくまで法律的に厳密に切り分けて考えないといけないことでございますが、2,500

万円の根拠については、今回の監査では判断がつかず、交渉により決定した経緯の書類も存

在せず、この支出については根拠がないと言わざるを得ない。よって、本件移転補償契約の

変更契約を締結した結果は、裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを乱用したものであり云々

となっておりますが、先ほどから繰り返し申し上げておりますように、本来、例えば幾ら幾

らのお金を支出しますよということであれば、そもそもその金額がなぜその金額になるのか

ということを確定をする根拠書類がついておって、どういった理由でこういったことをやる

のかという理由がちゃんと書いてあってという一連の市の支出にまつわる書類が残っている
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べきなのでございますが、そもそも今、調査の結果あるいは証言の結果、いろんな理由、こ

うではなかろうかということが言及はされておりますが、今、残っております資料について

の2,500万円の支出については、これは本来あってはならないことなんですが、根拠書類が

一切残っていませんので、何をもとに2,500万円を出したかということがわかりません。そ

ういった支出は、その手続自体が違法でございますので、違法な手続のもとに支出されたお

金を受けておられたことに対して、損害を与えた者に対しては損害賠償請求、理由のない違

法な支出を受け取られた相手方に対しては不当利得の返還請求をしていくという内容でござ

います。 

 委員お述べになられた内容については、また並行しての議論あるいは先ほど申しましたよ

うに、今、市は訴えられておりますので、その中でいろいろ明らかにしていかなければなら

ないことだと考えております。 

 以上でございます。 

下村委員長 増田委員。 

増田委員 私が懸念しているのは、先ほど今後の裁判の中でというふうにおっしゃっていたので、そ

れはもうそれで、そこでいろいろとあると思うんですけど。調査をされて、それは相手側も

調査をされていることは承知をされて、産廃についてどうするんだという議論の中で、条件

をつけて、これとこれとこれと合計で2,500万円という追加の契約が成立したと。ところが、

その時点で調査された資料というのはあったはずだと私は推測するんですけども、その後に

調査した資料がなくなったことに対して、柊の郷に対しては不当な利得というふうなことを

言えるのかどうか。なぜなら、市側の書類の紛失によって発生した根拠がなくなったという

ことであるのかなと。その当時は根拠があったけども、その後、根拠がなくなった。要する

に、資料がなくなったということなのか。初めから、調査イコール資料は存在せんかったの

か。そこのとこが、どうも、職員の証言であれば調査をしましたと書いておるんで、ここの

食い違いについては、私は非常に合点がいかんというか、誰かにもう一度聞きたいような気

がするんですけど。 

下村委員長 今の関連の質疑だけは聞いておきます。 

 川村委員。 

川村委員 今、増田委員もおっしゃられた、まず、住民監査２、監査結果の通知の11ページのイの部

分です。法令改善に伴う追加は誤りである。私は、ここの表現が曖昧だなと思っているんで

す。実は、先ほど岡本委員が法令改善という名目の上で、当初の移転補償の中にその文言が

入っているということでございました。ところが、その法令改善という名目のもとに補償費

に含まれる法令改善に、さらに追加の項目が出てきた。それに伴う追加という表現でなかろ

うかというふうに、私は捉えました。そのためにボーリング調査をして、職員の証言で、

2,500万円ぐらいの金額が相当だろうという一応の目安というのは出たんだろうかなと。そ

の2,500万円が出たけれども、それは当初の移転補償の追加金額の2,500万円であるという、

もともとの契約に戻った考え方が、その表現を使ったということについて、これは誤りであ

るというのは、本当に誤りの表現かなというのが、私のこれを読んでいた中での疑問点とい
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うことなんですよ。だから、法令改善に伴う追加と、この表現が私には非常に重いわけなん

です。ですから、これが後で職員が法令改善に伴う追加ということに至る調査が、産業廃棄

物が入っていたという理由であっても、今の追加の2,500万円の理由に、産業廃棄物が入っ

ていましたと書かない。法令改善に伴うもともとの補償に対しての追加やという表現は、完

全に誤りなのかなというところに、私としてはもう少しいろんな背景を、この表現をもとに

やるんであれば、産業廃棄物を調査するに至る書類が本当に必要なのかどうか。ある意味が

目安になったのかなというふうな解釈でいるわけです。 

 ですから、ここの部分だけ捉えて、３人がいろいろと、何でここの部分について断定的で

あるなと、非常に断定的で強い言い方であるなというふうに思うというのは、いろんな捉え

方があるということでございますので、当然、監査請求はこの今言うてる補償費の中に根拠

のない書類があったのかどうかというところを突かれるということは、別に間違いではない

んですが、そのことを調べる、法令改善に伴う追加ということに当たるためにその行為をし

た。これについて、もう書面は要らないというふうな判断もあったのではなかろうかという

ような解釈に至っていますので、ちょっとこれは私の意見なんですが、いろいろと私もこれ

に対して質問がありますので、これについて、もし意見があればちょっと教えていただきた

い。 

下村委員長 中井局長。 

中井事務局長 監査の内容をこの場で審査するべきものではないと、私は理解しております。あくま

でも、監査の経緯とかは質問に答えさせていただきますけれども、ここに書いてある内容ま

で入っていきますと、これはあくまでも監査の結果でございますので、それは答えることが

できないと思います。 

下村委員長 そういうことで。 

川村委員 関連なことで、またしかるべきところで聞かせていただきたいと思います。 

下村委員長 関連ですね。 

 村委員。 

村始委員 私はかなり素朴な疑問で、そもそもなんですけれども、結局、産業廃棄物が後で見つか

りましたよというふうなことで、３つ試算、費用をやっているんですが、通常であれば、一

般の感覚であれば、後で出てきましたよという、後で見つかりましたよということが明らか

になった時点で、きちっと根拠をつけて、これに伴って産業廃棄物に伴う契約変更を普通に

すればいいんちゃうのというふうに思うわけなんですが、わざわざ別の項目立てをしている

ということ自身が、非常におかしいように私は思うわけなんですが、もし答えていただける

んなら教えていただきたいんですが、例えば実際工事にかかりましたと。その後に産業廃棄

物が出てきましたというふうなことがあった場合は、通常はどのように処理するのですか。 

下村委員長 松山副市長。 

松山副市長 ただいまの 村委員のご質問でございますが、私が承知をしております限りで、市の方

でそういった実績があるかどうかというのは確認がとれませんので、ちょっと明確なお答え

がこの場ではできないかと思います。申しわけございません。 
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 以上でございます。 

下村委員長 西川委員。 

西川委員 もう時間なんで、今、いろいろとこういうふうな、議員としてこれを議決していくについ

ては、採決に疑問があるというのが、いろいろ教えてもらいたいことがあるというのがはっ

きりしましたやろ、委員長。それで、今の 村委員がおっしゃっているのも、工事の完成時

期もあれば、いろんなことがあったんやろから、参考人で呼んで、何でこんなことになって

んのということも、そらやっぱり呼んでやれることであろうと思うし、今、市長にしても、

副市長にしても、その経緯については、そら答えようも答えられへんの違うかなとは思いま

すよ。そういうことで、委員長、もうだいぶ、私もいろいろなことが、まだまだ聞きたいこ

とが残っておりますんで、この議決に対しては、早いこと採決できるように思いますけど、

やっぱりちゃんと継続をして、審査をお願いしたいと思います。 

下村委員長 今、西川委員から、15、16、17号議案の案件については継続に、皆さん方、まだまだ意

見はあると思います。私もそう思うんで、継続審査にした方がよいのではなかろうかという

意見が出ております。 

 あしたは本会議でございます。ですから、審議するのがもうこれで最後かなと思っており

ます。 

 15、16、17号議案については継続審査ということになりますので、皆さん方、ご了解のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

 ここで、委員外議員の発言の申し出があれば許可いたします。 

 梨本議員。 

（梨本議員の発言あり） 

下村委員長 ほかに。 

 谷原議員。 

（谷原議員の発言あり） 

下村委員長 ほかに。 

 西井議員。 

（西井議員の発言あり） 

下村委員長 最後に、局長から一言何かあるそうですので。 

中井事務局長 今、監査に誤りとかという発言がございました。この件に関しましては、この監査に

対して疑義がある場合は、請求人のみが異議申し立てができることであって、第三者である

こういう議会であっても、監査に対しての異議は申し立てることができませんので、ご了解

願いたいと思います。 

下村委員長 そういうことでございます。 

 これをもって総務建設常任委員会を閉会いたします。 

      閉 会 午後０時０５分 
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